
第42回社会保障審議会介護給付費分科会において配布した  

資料1及び資料2の修正について   

平成19年3月29日に開催されました第42回社会保障審議会介護給   

付費分科会で配布いたしました資料1「介護報酬改定後の動向（概要   

版）」及び資料2「介護報酬改定後の動向」について、以下のとおり、   

修正いたします。   

① 資料1中3ページ目を当資料1ページ目と差し替え   

② 資料2中9ページ目を当資料2ページ目と差し替え   



Ⅱ 居宅サービスの動向  

A．訪問介護（介護予防含む） （「介護報酬改定後の動向」7ページ参照）  

【受給者数及び費用額等】  

○ 受給者数対前年同月比増加率が（平成18年4～11月）平均△0．9％で推移。  

01人あたり費用額（※）対前年同月比は、△2．5％（平成18年11月）。  

※ 各サービスにおける費用額／受給者数のこと。ただし、費用害副こ高額介護サービス要は含ん  

でいない。以下同じ。  

【参考】報酬改定の概要  

○ 予防給付の介護予防訪問介護については、月単位の定額報酬を設定。  

○ 介護給付の訪問介護については、生活援助の長時間利用について適正化。  

【加算等】（r「護給付のみ）  

特定事業所加算  

○ 特定事業所加算の算定割合は徐々に増加傾向にある。  
「‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾▼‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾｛‾‾‾‾‾－へ‾‾‾‾‾‾‾‾‾（▲‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾【‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－‾一‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾   

【参考】報酉州改定の概要  

サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保やヘル  

パーの活動環境の整備、中重度者への対応などを行っている事業所について加算を  

導入。  

特定事業所加算の訪問介護算定件数に対する算定割合  
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4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  

－←特定事業所加算（‖～（Ⅲ）合計 ＋ 特定事業所加算（Ⅰ）  

特定事業所加算（Ⅲ）  ＋ 特定事業所加算（Ⅰ）  

＊介護給付費実態調査（平成18年度各月サービス提供分）を特別集計したもの  

特定事業所加算（Ⅲ）   特定事業所加算（Ⅱ）  特定事業所加算（Ⅰ）  

〈体制要件、人材要件、重度対応要件の  〈体制要件、人材要件に適合する場合〉  〈体制要件、重度対応要件に適合する場合〉   

いずれにも適合する場合〉  基本単位数の10％を加算  基本単位数の10％を加算  

基本単位数の20％を加算  
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特定事業所加算の訪問介護算定件数に対する算定割合  
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5月  6月  7月  8月  9月  10月   11月  

1・・▼・・◆仙特定事業所加算（Ⅰ）～（Ⅲ）合計 ＋ 特定事業所加算（Ⅰ）  

＋ 特定事業所加算（Ⅱ）  特定事業所加算（Ⅲ）  

l            ヽ                                   ヽ ヽ          l l   ■    ヽ   l l  

＊介護給付費実態調査（平成18年度各月サービス提供分）を特別集計したもの   

□特定事業所加算（Ⅰ）  t特定事業所加算（Ⅱ）  □特定事業所加算（Ⅲ）  
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全老健第19177号  

平成19年8月1口  

社会保障審議会介護給付費分科会   

分科会艮 大森 弼  殿  

社団法人全国老人保健施設協会  

会 長  川合 秀治  

療養病床の転換に伴う申し入れ書   

昭和60勺1こまとめられた「Lい間施設に関する懇談会中間報告」に示されたように、老健施  

設は、多様なニーズに対応できる、居宅と施設それぞれのサービスが提供できる地域の拠点  

となるよう、さまざまな努力を重ね実績を築いて参りました。この中には、在宅復帰・リハ  

ビリテーションをはじめ、医療機能や終末期（看取り）への対応も含まれております 

「（仮称）医療機能強化型老人保健施設」の機能として示された①夜間等日勤帯以外の時間  

帯の対応（医師は老健施設医師のオンコールや他の保険医療機関の医師の往診、看護職は夜  

間等にも配置）、②入所者の看取りへの対応、③リハビリテーションは、その報酬上の評価が  

なされていなくても、すでに従来からの老健施設が、利用していただいている高齢者やその  

家族のために実践してきたことであります。   

ところが、これまでの分科会での議論は、いわゆる「療養型」をどの様に「転換型老健」  

に移行させるかのものに偏重しすぎている様に感じられます。ノ背景には「800兆トー］にも達し  

た赤字国債償還問題」の国家財政の喫緊の課越があることは卜分に承知しておりますが、を1二  

会保障問題に関して現場からの意思表明虹重要と考え、この申し入れ吾を分科会良に提出致  

します。  

1．私達、老人保健施設のこれまでの実践を  

正しく評価していただくこと  

2．いわゆる「転換型老健」の創設にあたっては、  

ダブルスタンダード導入を阻止していただくこと  

以下、詳細を添付致します。   



介護保険制度の創設の頃より、「介護保険施設の一元化」の考え方が示されるようになり、そし  

て、施設サービス関係者の間では、これに関する議論が事あるごとに行われてきました。   

「介護施設の在り方iこ関する委員会」において、老優施設の名称を冠した「（仮称）医療機  

能強化型老人保健施設」を創設し、これを将来にわたって保持し、既存の老健施設からの参  

入は認めないとの案が示されました。これに対し、多くの委員から「老健施設サービスでの二  

類型化（ダブルスタンダード）では、在宅復帰を主要命題とする老健施設に“何のために転換”  

させようとするのか、筋が通らない！ 国民に本当に寄与するのか？」等の意見が述べられてお  

ります。  

1．夜間等日勤借以外の時間荷の対応（医師は老健施設医師のオンコールや他の保険  

医療機関の医師の往診、看護職は夜間等にも配置）  

1） 既存の老優施設にとって施設医師のオンコール体制や併設あるいは協力医療機関  

との連携は常識である。この連携機能と薬剤等の包括給付の要因が重なり、医療機  

関への退所率は38．5％（別紙：図1）となっている。  

2） 既存の老僧施設に対する都道府県の実地指導の実態として、「看護職の365日24時  

間配置」が求められてきた。80％以上の施設でこの配置が実施されている。（17年   

12月 全老健調査）  

2．入所者の看取りへの対応  

1） 死亡退院（退所）は、介護療養型医療施設27％（退院6121人中1653人）、老健施設2．2％  

（退所19966人中些旦A）であり、実数としては′4倍程度の差でしかない。（別紙：図1）  

2） 老健施設にも医療区分2・3の利用者が入所している。（別紙：図2）。  

3） 老健施設のうち35．4％で終末期医療（看取り）を行っている。（平成17年12月全  

老健調査：調査数＝1974施設）  

3．リハビリテーション  

1） 介護療養型医療施設にも17．9％の家庭への在宅復帰がある。（別紙：図1）  

2） 介護療養型医療施設にも「リハビリテーションにより在宅復帰の可能性がある利用者」  

が入院している。（別紙：図3）   

これらのデータは、老健施設と介護療養型医療施設に関して示されてきた違いは、“利用者  

の個別特性分布の違い”だけでしかないことを示しております。そして、これは、施設の方  

針や地域のニーズにより変化していく可能性が高いことをご理解願います。  
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従来からの老健施設の老健施設たる特徴は「多様性」とその「理念、役割」（別紙：参考）  

にあります。   

老健施設が、今、現実に行っている実践を評価することなく、さらに一元化に関する過去  

の真筆な議論や老健施設の理念・役割等を軽視し、法律化された病床削減を実現するために  

のみ「（仮称）医療機能強化型老人保健施設」を創設するのであれば、これを容認することは  

到底できません。   

しかし、同時に既存の老健施設の多様性が評価され、これを制度上裏打ちする一つの方法  

となるならば歓迎出来るものと考えます。   

現時点における具体的な方策としては、まず、老健施設と「（仮称）医療機能強化型老人保健  

施設」の両者を介護保健施設サービス真の同一軸に置いたl二で、「多様件」や「特徴」を表現する  

ための何らかの仕組みを用い、機能に伴う給付構造を明らかにすれば、委員や国民の幅広い理解  

が得られるものと考えます「 

具体的提案事項  

Ⅰ．転換によっても老健施設は一類型とすること   

1．“完全型”老健施設は“既存の老健施設”であり、転換型・移行型は“介護保健施  

設サービス費”を用いた“経過聖”であることを明確にすること  

2． 転換・移行（経過）型老健施設も、既存の老健施設と同じ理念・役割等の元にある  

こ。二を明確にすること  

3．廊下幅を除き、設備、人員等が既存の老健施設と同等の仕様となるまでは、「老人  

保健施設」の表記に何らかの工夫を加えること  

‖．療養病床の転換に伴う給付費等の設定について   

1． 給付費の設定においては、介護保健施設サービス費をもとに、各種スタッフ配置、  

施設環境、在宅復帰支援機能加算等により構造を透明化し、平等性を図ること  

2． 介護保健施設サービス貴がコストの積み上げにより設定され、より透明性の高い構  

造を持ったものとなるように取り組むこと  

3． 利用者の個別特性（利用目的、状態像、疾病特性、看護必要度、リハビリ必要度等）  

の形態となるように取り組むこと  

ⅠⅠⅠ．老健施設の医療について（詳細は後日発表）   

1． 老健施設入所者の不測の事態（新たな重大疾患の発症や急性増悪等）に対応す  

るための制度整備とその評価を行うこと  

2． 老健施設入所者への「時代に合った“標準的な治療”」を確立し、評価すること  
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3． 安全管理とチームケアのためのケアプランやリハビリテーション1実施計画、栄  

養ケア・マネジメントにおいて指針を提示するための検査の包括除外  

4． その他：「終末期」および「終末期医療」の定義、また「終末期医療費」の議論は、  

慎重かつ科学的に積み上げ、真撃に国民に問い掛けること  

lV．老健施設におけるリハビリ機能の明確化とその評価について  

利用者特性（発症時期や利用者の生活機能、利用目的等）に合わせたリハビリテーション  

等の提供とその評価が必要である。具体的には以下の10項目である。  

1．リハビリテーションの提供に必要なコスト（人件費等）の評価  

2．在宅復帰の際の生活環境調整（リフォームや福祉用具の選定等）に関するPT、OTも含  

めた多職種協働の訪問に対する評価の新設  

3． 前終末期・終末期の個別リハビリテーションの評価  

＜新設の提案＞  

4． 回復期にある利用者へのリハビリテーション対応の充実  

5． 要支援1・2の発症（転倒後、肺炎後等）直後に対応するためのリハビリテーション（水  

際作戦）の新設  

6． 短期集中リハビリテーションに関するリセット条件の設定  

＜個別評価＞  

7． 短期集中リハビリテーションの評価の向上  

8． （認知症）短期集中リハビリテーションにおける個別対応の評価のr紆上  

9．リハビリテーーションマネジ メント加算を廃山とリハビリテーションケア連携加算の新  

設：ケアプランとリハビリテーションの連携プロセスに対する評イ冊  

10．個別リハビリテーションおよび小グルー【フ＝リハビリテーション実施の評価（計月10同  

上限）  

V．療養病床の転換支援と連動した既存の老健施設への支援策の実施   

1．従来型老健施設（他の施設に比べ在宅復帰率が高い）を有する医療法人に対する有  

料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の設置を優先的に行うこと  

2． L記に関する独立行政法人福祉医療機構の融資条件の優遇を実施すること  

3．改修等に関する特別償却制度（法人税）を創設すること  

4   



（図1）  

介護保険3施設の入退所の状況  

‡三  
介護療養型医療施設では、約7割が医療機関から入院し、約4割が医療機関に移り、約3割  
院している。  

○ 老人保健施設では、約5割が家庭、約4割が医療機関から入所し、家庭、医療機関それぞれに約4  
割が退所している。  

○ 特別養護老人ホームでは、退所者の約7割が死亡によるものである。  

（退所後の行き先）  （入所前の場所）  退所者  
（100．OPら）  

家庭  18．3   

特別養護者人ホーム   1．9   

その他の社会福祉施設   ヨ・≡ ＝＝≒＞   
女1一旦J旛士女手ロ′   

医療機関   71．8  

その他   3．2   

’  ：‡、  

平均在所日数  
医療機関 →  
医療機関 一→  
家 庭 →  

359．5日  

医療機関  
死 亡   

31．7ワも  

2049も  

家 庭  10．3ワら  

（退所後の行き先）  （入所前の場所）  

L   ＞  

平均在所日数  230．1日  

家 庭→  家 庭  
医療機関 →  医療機関  
家 庭→  医療機関   

「平成15年介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省老健局 平成15年9月）   

（図2）  

関連の他介護保険施設等の状況   

Q2－3二，6月1日現在の入所者を下記の医療区分1～3に分類した場合、各医療区分にあてはまると考え  
られる利用者はそれぞれ何人ですか？  

介護老人保健施設  

0．0ウも   

ロ医療区分3 tl医療区分2 □医療区分1l   

各施設の集計母数（ N＝有効回答として採用した調査データ）  

介護老人福祉施設  介護療養型医療施設  医療療養病床   介護老人保健施設   

入所（院）者数   7，809名   4．495名   8，569名   86，839名   

施設数   97施設   67施設   142施設   1，037施設   

療養病床再編と介護老人保健施設のあり方に関する緊急調査（全老健 平成18年8月）  
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関連の他介護保険施設等の状況   

Q2－2）∈」月1日現在の入所者を、利用者の入所目的にかかわらず、以下のア～りの施設機能分類のい  
ずれかにあてはめた場合、各分類にあてはまると考えられる利用者はそれぞれ何人ですか？   

介護老人保健施設  

医療療養病床  

介蓬療養型医療施設  

介護老人福祉施設  

0ワ右   10？も   20％   30ウも   409i  509乙   60？右   70ロも   80，i  90ぅも  】00，b  

ロリハ提供により在宅復帰が可能と思われる   ■医療上の管理や医療提供が不可欠  

口在宅復帰が不可能  

各施設の集言十母数（N＝有効回答として採用した調査データ）  

介護老人福祉施設  介護療養型医療施設  医療療養病床   介護老人保健施設   

入所（院）者数   7．809名   4．495名   8，569名   86，839名   

施設数   97施設   67施設   142施設   1．037施設   

療養病床再編と介護老人保健施設のあり方に関する緊急調査（全老健 平成18年8月）  

（参考）  

介護老人保健施設の理念と役割   

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめ  
ざし総合的に援助します。また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生  
活が続けられるよう支援します。   

‘仁包括的ケアサふゼ凄施設  
利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設1日告が過ごせるようチームで支援しま  

す。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハ  

ビリテーションを提供します。  

2一軌ハビリテ偏・ション施設  

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目  

的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います｛⊃  

3♪在宅復帰施設  

脳卒しぃ、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチーームケ  

アを行い、早期の在宅復帰に努めます。  

司．在宅生活薫提施設  
自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や適所・訪問リハビリテー  

ションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と 連携して総合的に支援  

し、家族の介護負担の軽減に努めます。  

軋地域に根ざした施設  

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町村  
自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを  
積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。  
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